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文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
食育調査官 濱田有希

食生活や食育の観点からの
中高生の生活習慣づくり

中高生を中心とした子供の生活習慣づくり
に関する検討委員会 H26.1.31(金)

○食の変化・・・・・・・・・・・ 外食・調理済みそう菜・弁当等

○栄養の偏り・・・・・・・・・・・ 近年の脂質の過剰摂取や野菜の摂取不足

○不規則な食事・・・・・・・・ 朝食の欠食・深夜の夕食・ネット依存等

○肥満と過度の痩身・・・ 食の欧米化等・運動不足・無理なダイエット等

○生活習慣病の増加・・・ 糖尿病・メタボリックシンドローム等の増加

○食に関する感謝の念の欠如・・・ 食べ残し・様々な体験不足

○食の海外への依存の問題 ・・・ 食料自給率の低水準国

○食文化・・・・・・・・・・・・・・ 伝統的な食文化が失われつつある

○食の安全上の問題・・・・ 食品の安全性についての関心の高まり

今なぜ食育？

食育の基本理念と方向性を明らかにするとともに，食育に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために，平成１７年６月成立，平成１７年７月施行。

【前文】（抜粋）

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ，生きる力を身に付けていくため

には，何よりも「食」が重要である。今，改めて，食育を，生きる上での

基本であって，知育，徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けると

ともに，様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を

習得し，健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進す

ることが求められている。

（子どもの食育における保護者，教育関係者等の役割）
第５条 （中略）子どもの教育，保育等を行うものにあっては，教育，保

育等における食育の重要性を十分自覚し，積極的に子どもの食育の

推進に関する活動に取り組むこととなるよう，行われなければなら

ない。

食育基本法
（家庭における食育の推進）

第19条 （中略）父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び

理解を深め，健全な食習慣の確立に資するよう，親子で参加する

料理教室その他の食事についての望ましい食習慣を学びながら食

を楽しむ機会の提供，健康美に関する知識の啓発（中略）子ども

を対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食

育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

（地域における食生活の改善のための取組の推進）

第21条 （中略）地域において，栄養，食習慣，食料の消費等に関する

食生活の改善を推進し，生活習慣病を予防して健康を推進するた

め，（中略）健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発，地

域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び

資質の向上･･･（以下略）

食育基本法

※ 第３３条まである条文の中から教育に関する部分を抜粋

食に関する指導

【文部科学省】

食農教育

【農林水産省】

地産地消

【農林水産省】

食の安全性

【農林水産省】

健康日本２１

【厚生労働省】

早寝早起き朝ごはん運動
関係省庁：内閣府・警視庁
・厚生労働省・経済産業省
・国土交通省・文部科学省

様々な省庁が融合を行い，

推進される。

【文部科学省】

学校給食

【消費者庁】

【厚生労働省】

国の各省庁が取り組む食育 第２次食育推進基本計画

【重点課題】
① 生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育
の推進

② 生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進
③ 家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進

食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，

基本方針や目標，食育推進活動等の総合的な促進等について，食

育推進基本計画を作成

毎年 ６月

毎月１９日

食育月間

食育の日
内閣府

周知から「実践」へ
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●食に関する指導の充実

・学校長や他の教職員への研修の充実

・全教職員が連携した指導体制（１次では「関係職員」）

・十分な給食時間の確保 ・食事マナー等の指導内容の充実

取り組むべき食育推進の施策（抜粋）

・個別的相談指導に関する記述

・家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進

・よく噛んで味わって食べるなど食べ方に関心をもつ

●学校給食の充実

●食育を通じた健康状態の改善

●歯科保健活動における食育推進

●食育における家庭の役割の認識

食に関する指導とは

◎ 給食の時間における食に関する指導

◎ 教科等における食に関する指導

＜毎日の学校給食＞

日々の給食指導が食に関する指導の土台。

特別な指導ではない。

～学校教育活動全体を通じて行う食育～

学校における食育

○ 教科等で取り上げられた食品や学習した
ことを学校給食を通して確認。
○ 献立を通して，食品の産地や栄養的な
特徴等を学習。

食に関する指導の目標は，少しずつ時間をかけなが
ら繰り返し行うことで理解が深まる。
毎日繰り返し行われる給食の時間における食に関す

る指導は，食育を推進する上で極めて重要である。

給食の準備から片付けまでの一連の指導の中で，
正しい手洗い，配膳方法，食器の並べ方，はしの
使い方，食事のマナーなどを習得。

給食指導について

学校給食：生きた教材

○学習指導要領における食育に関する記述の充実（平成20年改訂）

・ 学校における体育・健康に関する指導に，新たに「学校における食育の推進」
という概念を明確に位置付け

・ 関係各教科（家庭科，保健体育等）において，食に関する指導の記述を充実
・ 小学校は２３年度，中学校は２４年度から全面実施

○「食に関する指導の手引」を改訂

○児童生徒向けの食生活学習教材，指導参考資料を作成，配布

新学習指導要領に基づく指導の充実

◇第１章 総則

第１ 教育課程編成の一般方針

３ 学校における体育・健康に関する指導は，児童（生

徒）の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じ

て適切に行うものとする。特に学校における食育の推進並

びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身

の健康の保持増進に関する指導については，体育科(保健体

育科）の時間はもとより，家庭科（技術・家庭科），特別

活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよ

う努めることとする。 ※（ ）内は中学校

学習指導要領に食育の推進が明記 食に関する指導の全体計画

作成に当たってリサーチしておくこと

＜児童生徒の実態把握＞

① 生活習慣や食習慣等に関するアンケート調査の結果

を活用

② 肥満傾向や痩身傾向，食物アレルギーなど学校保健

調査や健康診断の結果を活用

③ 給食当番活動の様子や食事マナー，残食の状況等を

反映

養護教諭等との連携した情報収集と情報の共有化
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②

①

③

④

食
に
関
す
る
指
導
の
全
体
計
画

連携 連携

食に関する指導の全体計画(抜粋)

家庭科や給食の時
間における食に関
する指導と合わす

食
に
関
す
る
指
導
の
年
間
指
導
計
画

①食事の重要性

②心身の健康

④感謝の心
⑥食文化

③食品を選択する能力

⑤社会性

食事の重要性，食事
の喜び，楽しさを理
解する。

正しい知識・情報に基づ
いて，食品の品質及び安
全性等について自ら判断
する能力を身に付ける。

食物を大事にし，食物の
生産等にかかわる人々へ
感謝する心をもつ。

心身の成長や健康の保持
増進の上で望ましい栄養
や食事のとり方を理解し
自ら管理していく能力を
身に付ける。

各地域の産物，食文化
や食にかかわる歴史等
を理解し，尊重する心
をもつ。

食事のマナーや食事を
通じた人間関係形成能
力を身に付ける。

食に関する指導の目標

(4) 健康な生活と疾病の予防
（4） 健康な生活と疾病の予防について理解を深めることができ

るようにする。
イ 健康の保持増進には，年齢，生活環境等に応じた食事，運
動，休養及び睡眠の調和のとれた生活を続ける必要があるこ
と。また，食事の量や質の偏り，運動不足，休養や睡眠の不
足などの生活習慣の乱れは，生活習慣病などの要因となるこ
と。

エ 感染症は，病原体が主な要因となって発生すること。また,
感染症の多くは，発生源をなくすこと，感染経路を遮断する
こと，主体の抵抗力を高めることによって予防できること。

中学校 保健体育科では
第２章 保健体育科の目標及び内容
第２節 各分野の目標及び内容 ＜保健分野＞ ２ 内容

（食に関連する内容） 「感染症の予防」

（食に関連する内容）
「食生活と健康」「調和のとれた生活と生活習慣病」
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中学校学習指導要領解説 保健体育編

（略）学校における食育の推進においては，偏った栄養摂取などに

よる肥満傾向の増加など食に関する指導に起因する健康課題に適切

に対応するため，生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を

身に付けることにより，生涯にわたって健やかな心身と豊かな人間

性をはぐくんでいくための基礎が培われるよう，栄養のバランスや

規則正しい食生活，食品の安全性などの指導が一層重視されなけれ

ばならない。（略）自然の恩恵・勤労などへの感謝や食文化などに

ついても教科等の内容と関連させた指導を行うことが効果的である。

食に関する指導に当たっては，栄養教諭等の専門性を生かすなど教

師間の連携に努めるとともに，地域の産物を学校給食に使用するな

どの相違工夫を行いつつ，学校給食の教育的効果を引き出すよう取

り組むことが重要である。

中学校 保健体育科では

第３章 ２ 体育・健康に関する指導

（略）技術・家庭科における食に関する指導については，Ｂ(1)

から(3)の項目に示すとおり，食事の重要性，心身の成長や健康の

保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方，食品の品質及び安

全性等について自ら判断できる能力，望ましい食習慣の形成，地

域の産物，食文化の理解，基礎的・基本的な調理の知識と技能な

どを総合的にはぐくむという観点から推進することが必要である。

指導に当たっては，食生活を家庭生活の中で総合的にとらえる

という技術・家庭科の特質を生かし，家庭や地域との連携を図り

ながら健康で安全な食生活を実践するための基礎が培われるよう

配慮し，食育の充実を図るようにすることが重要である。

Ｂ 食生活と自立 （内容の取扱い） エ

中学校 技術・家庭科では

ケ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

（略）これらの指導に当たっては，学校給食を教材として活用した多様な

指導方法を工夫するとともに，栄養教諭の専門性を生かしつつ，場合によっ

ては，学校栄養職員や養護教諭などの協力を得て指導に当たることが必要で

ある。学校給食に関する内容については，昼の給食の時間を中心に指導する

ことになるが，適切な給食時間の確保とともに，他の学級活動や学校行事，

関連教科等でも取り上げて計画的に指導することが大切である。

また，学校給食を実施していない学校においても生徒が健康の大切さを実

感し，生涯にわたって自己の健康に配慮した食生活を営めるよう，望ましい

食習慣の形成については，食育の観点も踏まえ，健康・安全に関する

指導の一環として指導する必要がある。（略）

中学校 特別活動では
第３章 第１節 学級活動 ２ 学級活動の内容

(2) 適応と成長及び健康安全 ケ

内閣府「食育ガイド」抜粋

国民が生涯にわたって健全な心身を培い，
豊かな人間性をはぐくむための食育を推進

朝食の欠食率 （１歳以上，性・年齢階級別）

農林水産省「食料需給表」抜粋

朝食の欠食が始まった時期 （２０歳以上）

内閣府「食育ガイド」抜粋
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朝食の摂取と学力調査の平均正答率との関係

農林水産省「食料需給表」抜粋

文部科学省「子どもの体力向上のための取組ハンドブック」抜粋

朝食の摂取状況と体力合計点との関係

朝食を食べることが大切な理由

① 脳にエネルギーを補給する。

② リズムを整える。（排便促進）

③ 体温の上昇で身体が元気になる。

朝食は夜寝ている間に低下した体温を上げる役割がある。
文部科学省「子どもの体力向上のための取組ハンドブック」抜粋

1日の睡眠時間と体力合計点との関係

内閣府「食育ガイド」抜粋 早寝・早起き・朝ごはん

生活リズム 【 食事, 運動 , 休養・睡眠 】

内閣府「食育ガイド」抜粋

家族との夕食の状況と食事時のあいさつの頻度
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望ましい食習慣を確立するためには･･･

① 朝食摂取や早寝早起きを実践することなど，

児童生徒の基本的な生活習慣を育成し，生活リ

ズムを向上させるため，地域ぐるみで取り組む。

② 家族が食事を楽しみながら，望ましい食習慣

や知識を習得することができるよう，食に関す

る情報提供に努める。

③ 児童生徒に望ましい食習慣を身に付けさせる

ためには，学校と家庭，地域社会との連携の要

となる栄養教諭が，コーディネーターとしての

役割を果たすことが望まれる。

学級担任

栄養教諭
学校栄養職員

学 校

校長・副校長・教頭
校内食育推進委員会

養護教諭
子ども

家 庭

子ども保護者

連 携連 携

連 携

つなげる・
コーディネート

食育推進者としての役割

関係機関等

教育委員会
学校医

カウンセラー

保健所

学校薬剤師

学校歯科医

生産者・納入業者

今後の学校における
食育の在り方に関する有識者会議

１２月中旬に「最終報告」を公表

○ 趣旨
今後の学校における食育の在り方について，今後の中長期的な目標及びそれを
実現するための事業や指導方法・内容等の具体的推進方法を検討

有識者会議の設置
○ 平成２５年６月～１２月（全６回 ）
○ 委員（１１名）

学識経験者，栄養教諭関係，学校関係，教育委員会関係，企業関係

「中間まとめ」
来年度概算要求に向けて「スーパー食育スクール」「食育の教科書」を提案

○食育に関する指導内容・方法の充実
・学校全体で食育に取り組む体制づくり
・次期学習指導要領改訂の視野に入れた体系整理のための具体的な検討
・食育の教科書や指導資料の作成

○栄養教諭の配置促進
・配置状況についての分析を踏まえ計画的に配置拡大
・食育事業成果の検証等による配置拡大
・免許更新講習による指導力の向上

○給食の充実
・中学校給食の実施率向上
・食物アレルギー対応や衛生管理の充実
・地場産物をはじめとした国産食材の活用率向上

○家庭・地域へのアプローチ
・家庭への効果的アプローチ方法について検討
・地域人材の活用
・積極的な情報発信

今後の学校における食育の在り方について

地域と連携し食育を重点的に推進するモデル校を指定

文部科学省における当面の新たな取組

「スーパー食育スクール」

学校を核に地域・家庭を巻き込んだ国民運動の展開

今後の学校における食育の在り方を踏まえて

・食事の重要性を理解
・生活習慣を改善
・食品を選択する能力を習得
・食に対する感謝の心を醸成

・社会性を習得
・給食の充実
・食文化への理解を深める

管理機関
（教育委員会，国立大学法人，学校法人）

・栄養教諭を中心に外部専門家を活用（授業の充実など）
・学校給食の充実（地産地消の推進など）
・学校外での活動を重視（農業体験など）
・具体的な目標を設定（健康・体力・学力増進など）
・成果の科学的データ分析（大学・研究機関との連携）
・食育の多角的効果を実証
・家庭・地域へのアプローチの充実

農林水産省

厚生労働省

大学
・研究機関

企 業

生産者

農林
・保健部局

ＳＳＳ（スーパー食育スクール）指導・助言
・評価等

学校の指定

連携 指導・助言等

成果の普及

関係団体

文部科学省

連携 連携

連携

スーパー食育スクール（SSS)


